
千葉市上水道給水装置設置等資金融資要領 

 

 

この要領は、千葉市上水道給水装置設置等資金融資要綱（以下「要綱」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

第１ 次に掲げる事項については、市長と取扱金融機関が協議し、各年度ごとに覚書を 

締結し、定めるものとする。 

（１）要綱第３条第１項に定める預託金の額及び同条第２項に定める預託期間及び 

預託利率 

（２）要綱第４条に定める取扱金融機関の資金の額 

（３）要綱第７条に定める融資額に対する利子 

 

第２ 要綱第９条第１号ウに定める検査機関が検査した飲料水に係る水質検査結果書

は、次の各号の一に該当するものとする。 

（１）千葉市保健福祉局医療衛生部環境保健研究所長が発行したもの 

（２）計量法（平成４年法律第５１号）第１２２条第１項の規定により登録された計

量士のうち濃度に係る計量士が発行したもの 

（３）千葉市環境局環境保全部環境規制課長が通知したもの 

（４）水道法（昭和３２年６月１５日法律第１７７号）第２０条第３項又は第３４条

の２第２項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者が発行したもの 

 

第３ 要綱第１１条に定める融資実行結果報告書は、指定金融機関が融資実行後速やか

に市長に報告するものとする。 

 

第４ 要綱第１５条に定める利子補給の率は、同第７条で定める融資利率とする。 

 

第５ 利子補給金は次のとおりとする。 

利息×利子補給の率 
＝ 利子補給金 

融資利率 

 

第６ 利子補給金の交付は年１回とし、その時期は毎年度末とする。 

 

第７ この要領に定めのない事項については、市、取扱金融機関協議のうえ定めるもの 

 とする。 

 

附 則 

 この要領は、平成５年４月１日から施行する。 



 

   附 則 

 この要領は、平成８年５月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要領は、令和３年１１月１日から施行する。 


